
 

諮  問  書 

 

市長の給料月額の改定について、別紙のとおり諮問

いたしますので、ご審議のうえ答申方よろしくお願い

いたします。 
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石狩市特別職報酬等審議会 

 会 長  酒 井 敏 一  様 

 

 

       

   石狩市長  田 岡 克 介 

 



諮問事項 

 

市長の給料月額の改定について 

 

平成２８年９月６日開会の「平成２８年第３回石狩

市議会定例会」に、石狩市土地開発公社の解散に伴う

負債整理に当たり、市が公社に貸し付けた債権の一部

を放棄することについて提案し、同年９月１５日開催

の総務常任委員会において、原案のとおり可決された

こと及びこの問題の解決に長期間を要したことにつ

いて、市長としての責任を明確にするため、平成２８

年１０月の１か月間、給料月額を１０%減額すること

について諮問いたします。 

 



 

答  申  書 

 

平成２８年９月１６日付で諮問を受けました「市長

の給料月額の改定について」、別紙のとおり答申いた

します。 

 

 

 

 

 

 

                 平成２８年９月１６日 

 

 

石狩市長  田 岡 克 介  様 

 

 

石狩市特別職報酬等審議会 

          会 長  酒 井 敏 一 

 

 



別紙 

今回の諮問は、石狩市土地開発公社の解散に伴い、

市が公社に対する貸付金の債権の一部を放棄するこ

と及びこの問題の解決に長期間要したことについて、

市長の責任を明らかにしようとするものである。 

本審議会においては、公社が解散に至った経緯等に

ついて詳細な説明を受け、慎重に審議を行った結果、

市長の給料月額の改定について、過去の事例に鑑み、

平成２８年１０月の１か月間、給料月額を１０%減額

することは妥当であるものとする。 


